
防 衛 省 発 令

自衛隊法第４５条第３項の規定に基づく任用期間は平成２０年１１月３日までと
する
自衛隊法第４５条第３項の規定による任用期間の満了により平成２０年１１月３
日限り退職
（航空幕僚監部付） 空 将 田母神 俊 雄

（１１月３日）


